
是川小学校いじめ防止基本方針【簡易版】 

                                                        八戸市立是川小学校 

 

１ いじめ防止基本方針策定に当たっての学校の考え 

  「いじめは、どの学校でも、どの学級にも、どの児童にも起こりうる」という基礎認識に立 

ち、本校の児童が楽しく豊かな学校生活を送ることができる、いじめのない学校作りの

ために「是川小学校いじめ防止基本方針」を制定する。 

  

２ いじめの定義 

  「いじめ」とは、本校に在籍している児童に対して、該当児童等と一定の人的関係にある 

他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行

われるものも含む）であって、該当行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じてい

るものをいう。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。 

 

３ いじめの未然防止・早期発見・早期対応について 

 （１）未然防止のために 

・自分の居場所を感じられるような学級経営 

・道徳教育や学級指導の充実 

・「いじめは決して許さない」という姿勢 

 ・問題を抱えている児童の様子を全職員で共通理解し、全校体制で指導 

 

（２）早期発見について 

・児童の様子を多くの教員で見守り、気付いたことを共有 

・いじめアンケート、教育相談の実施（年５回：５月、７月、１０月、１２月、２月） 

 

 （３）早期対応について 

 いじめが確認された場合   

 

・「いじめ問題対策協議会」を設置 

・調査・事実関係の把握 

・いじめられている児童の苦痛を共感的に理解し、継続的に支援 

・いじめた児童からの謝罪 

・家庭へいじめの経緯や事実の説明 

・３か月の観察 



４ いじめ防止のための年間計画 

 研修会等    未然防止対策  早期発見のための手立て 

4 

月 

〇心の架け橋 

（前年度の児童の様子） 

□学活・道徳 

～学級・学年づくり～ 

□学校目標に合わせた実態

調査の実施 

5 

月 

〇ＪS全体研修会 

〇是川地区青少年育成協議会 

□学活・道徳 

 

□いじめアンケート 

□教育相談の実施 

6 

月 

〇心の架け橋① 

 

□学活・道徳 

 

 

7 

月 

〇是川地区青少年育成協議会 

 

□学活・道徳 

 

□いじめアンケート 

□教育相談の実施 

8 

・ 

9 

月 

〇ＪＳ全体研修会 

〇いじめ対話集会 

□学活・道徳 

 

 

□いじめ対話集会報告会 

 

10 

月 

 

 

□学活・道徳 

 

□いじめアンケート 

□教育相談の実施 

11 

月 

 □チャレンジランキング 

（児童会行事・仲良し班による活動）  

 

 

12 

月 

〇是川地区青少年育成協議会 □学活・道徳 

 

□いじめアンケート 

□教育相談の実施 

1 

月 

〇ＪＳ運営委員会 

〇心の架け橋② 

〇来年度新入生の情報交換 

□学活・道徳 

 

 

 

 

 

2 

月 

 

 

□学活・道徳 

 

□いじめアンケート 

□教育相談の実施 

3 

月 

〇小中情報交換 

 

□学活・道徳 

 

 



５ 通常時の組織的対応 

  （いじめへの対応） 

 

      児 童        保護者      日常の観察    日記・連絡帳    アンケート   

                        教職員 

 

           

 

            校長・教頭               生徒指導主任 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめの問題発生 

報
告 

 

いじめ問題対策協議会 

◇構成員   校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、養護教諭、関係教職員 

   

調査・事実関係の把握 

いじめられた児童、いじめた児童、周囲の 

児童から聞き取りを行い、 事実確認をする。 

【事態収束の判断】 

   ☆被害生徒がいじめの解消を自覚し、 

     児童の関係が良好となっている。 
 

日常の指導・体制の充実 収束 継 続 

【重大事案】 

 
市教育委員会 

関係機関 

・教育委員会 

・警察 

・福祉関係 

・医療関係 

※いじめは解消したが、
継続した指導が必要 

職員会議 

いじめた児童からの謝罪 

家庭への連絡・報告 

継続的な支援・3か月の観察 


